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労働条件の明示とは
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○ 労働契約を結ぶ（更新の場合も含む）際、使用者が労働者に対し、契約期間、就業場所や業務、
労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項を明示することです。【労働基準法第15条】

○ 労働条件のうち、特定の事項については、書面の交付による明示が必要です。なお、労働者が
希望した場合は、書面の交付によらず、ファクシミリの送信、電子メール等の送信により明示
することも可能です。
労働条件を明示する書面の様式は自由です。厚生労働省では、モデル様式を作成・公開してい
ます。

明示事項【労基則第5条】

①～⑥（昇給は除く）については、書面を交付して明示しなければなりません。

なお、⑦～⑭については、使用者がこれらに関する定めを設ける場合は、明示す
る必要があります。

①労働契約の期間

②期間の定めのある労働契約を更新する

場合の基準

③就業の場所及び従事すべき業務

④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等

⑤賃金、昇給

⑥退職

⑦退職手当

⑧臨時に支払われる賃金（退職手当を除く）、

賞与及び最低賃金額等

⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他

⑩安全及び衛生

⑪職業訓練

⑫災害補償及び業務外の傷病扶助

⑬表彰及び制裁

⑭休職



2024年４月からの労働条件明示のルール変更について
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労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます

明示のタイミング 新しく追加される明示事項

全ての労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時

1．就業場所・業務の変更の範囲

有期労働契約の
締結時と更新時

2．更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内容

併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する
場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になり
ます。

無期転換ルール※に基づく
無期転換申込権が発生する

契約の更新時

3．無期転換申込機会

4．無期転換後の労働条件

併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態
に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約
労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

※ 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算５年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めの

ない労働契約（無期労働契約）に転換する制度です。
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モデル労働条件通知書
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労働条件明示のルール変更に係る
パンフレットも掲載しています！



募集時などに明示すべき労働条件の追加について
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以下のページに今回の職業安定法施行規則の
改正についての資料等を掲載しています。

（厚生労働省ＨＰ内）



参考ウェブサイト、相談先等
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